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平成２５年１２月１７日、志賀町役場議場において本会議を再開した。 

（午後２時０３分 開議） 

（出席議員 １５名） 

 １番  福 田 晃 悦 

 ２番  稲 岡 健太郎 

 ３番  南   正 紀 

４番  寺 井   強 

 ５番  堂 下 健 一 

６番  南   政 夫 

 ７番  下 池 外巳造 

 ９番  越 後 敏 明 

１０番  田 中 正 文 

１１番  冨 澤 軒 康 

１２番  櫻 井 俊 一 

１３番  林   一 夫 

１４番  戸 坂 忠寸計 

１５番  久 木 拓 栄 

１６番  山 本 辰 榮 

（欠席議員） 

        ８番  須 磨 隆 正 

（議案説明のため出席した者の職氏名） 

町     長    小 泉   勝 

副  町  長    庄 田 義 則 

教 育 長    穴 田   實 

教 育 次 長    間 嶋 正 剛 

総 務 課 長    寺 尾 隆 之 

富 来 支 所 長    坂 本 英 人 

企画財政課長    新 田 辰 巳 

  情報推進課長    浜 村   大 

税 務 課 長    土 田 善 博 
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住 民 課 長    山 科   等 

健康福祉課長    藤 沢 憲 雄 

環境安全課長    増 田 廣 樹 

商工観光課長    裏   秀 和 

農林水産課長    松 田 正 剛 

まち整備課長    細 川 一 元 

富来病院事務長    山 本 政 人 

会計管理者(会計課長)    谷 場 可 一 

学校教育課長    寺 澤 俊 彦 

生涯学習課長    板 尾 正 幸 

（職務のために出席した者の職氏名） 

議会事務局長     安 田   朗 

議会事務局次長      村 井   直 

 

（議事日程） 

日 程 第 １  諸般の報告 

日 程 第 ２  町長提出 議案第８８号ないし第１０４号及び第１０８号ないし第 

１１３号（委員長報告、質疑、討論、採決） 

日 程 第 ３  各委員会所管事務調査事項の閉会中継続審査の件 

 

（ 開 議 ） 

冨澤 軒康議長 ただ今の出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

８番 須磨隆正君から、本日の会議を欠席する旨の届け出がありましたの

で、これをご報告します。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

日程第１ 諸般の報告 

冨澤 軒康議長 日程に入り、諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 



 －３－ 

諸般の報告を終わります。 

 

日程第２ 町長提出 議案第８８号ないし第１０４号及び第１０８号ないし第１１３号

（委員長報告、質疑、討論、採決） 

冨澤 軒康議長 次に、町長提出 議案第８８号ないし第１０４号及び第１０８号ない

し第１１３号を、一括して議題とします。 

以上の各案の、委員会における審査の経過及び結果について、委員長の報

告を求めます。 

総務常任委員会委員長 久木 拓栄 君。 

久木 拓栄総務常任委員長 はい、議長。 

それでは、総務常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、総務常任委員会に付託をされました、議案６件につい

て、去る１１日に委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて

審査いたしましたので、その経過及び結果について報告をいたします。 

まず、議案第８８号 平成２５年度志賀町一般会計補正予算（第３号）に

ついては、歳入では、個人住民税や固定資産税の増収見込みと災害復旧に

かかる補助金等の増額を主なものとし、歳出では、総務費で、将来的な行

政情報化の整備推進に要する財源として、行政情報化整備推進基金、その

他公共用施設修繕・維持補修基金などの積み立てによる増額等を主なもの

とする補正との説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきも

のと決しました。 

審議に際し、委員から、歳入において、行政財産使用料の計上の経緯、固

定資産税の増額の要因など、一方、歳出においては、行政情報化整備推進

基金積立金の内容、能登スマートドライブプロジェクトの実証事業等にか

かる内容等の質問がなされ、町長及び担当課長から詳細な説明を受けてお

ります。 

続きまして、議案第９５号 平成２５年度志賀町ケーブルテレビ事業特別

会計補正予算（第２号）については、歳入では、一般会計繰入金、伝送路

移転補償金の増額等を主なものとし、歳出では、将来的なケーブルテレビ

設備機器更新にかかる計画策定やケーブル移設工事に要する経費の増額、
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また、自主放送設備機材等更新工事費の事業費精算見込みによる減額等を

主なものとする補正との説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決

すべきものと決しました。 

審査に際し、委員からは、歳出において、自主放送設備機材等更新工事費

の減額理由、ケーブル移設工事費の内容等の質問がなされ、町長及び担当

課長から詳細な説明を受けております。 

次に、議案第１０３号 志賀町ケーブルテレビ施設条例の一部を改正する

条例については、平成２６年４月１日から運用される消費税等の改正によ

るケーブルテレビ加入負担金及び利用料金等の額の改正内容、また、加入

時の工事費の一部負担金並びに加入負担金等の減免規定見直しの内容等に

ついての説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決

しました。 

審議に際し、委員からは、事業所等の加入負担金の内容等について質問が

なされ、町長及び担当課長から詳細な説明を受けております。 

次に、議案第１１１号「公有水面埋立諮問について」の議決の一部変更に

ついて、議案第１１２号「新たに生じた土地の確認について」の議決の一

部変更について、議案第１１３号「字及び小字の区域の変更について」の

議決の一部変更については、一括して審議を行い、その内容について、議

決をした当該埋立地の土地の地番の表示について誤りがあり、今回訂正を

行う旨の内容であるとの説明を受け、各議案について、採決の結果、議案

第１１１号、議案第１１２号、議案第１１３号のいずれについても全会一

致をもって可決すべきものと決しました。 

その他の件といたしまして、当委員会では、所管事務調査として、来る平

成２６年２月３日から５日にかけまして、町担当職員の同行を得て、当町

の今後の行財政改革及びケーブルテレビ運営のあり方について、山口県長

門市及び福岡県大野城市を視察することを決定をいたしましたので、申し

添えておきます。 

以上、総務常任委員長報告といたします。 

冨澤 軒康議長 教育民生常任委員会委員長 田中 正文 君。 

田中 正文教育民生常任委員長 はい、議長。 
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教育民生常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、教育民生常任委員会に付託されました、議案６件につ

きまして、１２日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて

審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。 

まず、議案第８８号 一般会計補正予算（第３号）については、総務費で、

戸籍副本データ管理システム構築委託料の確定に伴う減額、民生費では障

害者自立支援給付サービス等利用者の増に伴う扶助費の増額、衛生費では、

新処分場の事業費を起債に振り替えたことに伴う広域圏事務組合負担金の

減額や使用済み小型家電リサイクル法施行に伴い、燃えないごみを分別す

るためのかごや札等関係諸費用の増額、消防費では、常備消防の救急デジ

タル無線事業費を起債に振り替えたことに伴う負担金の減額、教育費では、

志加浦小学校の屋上漏水による工事請負費及び町内小学校の消火器の耐用

年数経過に伴う更新費用の増額、総合体育館の電気設備で高圧気中開閉器

修繕料の増額など、各事業費の補正についての説明を受け、採決の結果、

全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、障害者自立支援給付費が増額となった理由、青少

年海外派遣事業費が減額となった理由及び今後の派遣先の見通し、また富

来中学校体育館施設の夜間等の地域住民への今後の利用状況等についての

質問がなされ、担当課長から詳細な説明を受けております。 

次に、議案第８９号 国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、歳入では、特別調整交付金を増額し、歳出では、特定健診システ

ム及びレセプト管理システムの搭載ソフトのサポート終了に伴う機器更新

費用を増額とする補正との説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可

決すべきものと決しました。 

次に、議案第９０号 後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、歳入では、平成２４年度決算剰余金を増額し、歳出では、平成

２４年度保険料である後期高齢者医療広域連合納付金を増額とする補正と

の説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しまし

た。 

次に、議案第９４号 介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまして
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は、歳入では国民健康保険団体連合会からの平成２４年度決算剰余金の返

納金の計上、歳出の総務費では第６期介護保険事業計画策定に係る委員報

償費を増額、地域支援事業費では認知症高齢者見守り事業を受ける対象者

の増に伴う報償費の増額など、各事業費の補正についての説明を受け、採

決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは認知症を支援する側の体制の仕組み及びその研修

状況についての質問や計画策定委員会の進め方についての質問があり、町

長及び課長から詳細な説明を受けております。 

次に、議案第９８号 志賀町診療所手数料条例の一部を改正する条例につ

いて、及び議案第１０２号 志賀町病院事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例については、来年４月からの消費税８パーセント改定に伴

う使用料及び手数料の一部改正との説明を受け、採決の結果、全会一致を

もって、可決すべきものと決しました。 

また、今定例会の付託案件ではありませんが、その他の件といたしまして、

小・中学校のいじめ問題の現況や志賀高校存続の振興策についての意見、

また要援護者の地域での見守りネットワークの状況についての説明を受け

ておりますので、併せてご報告いたします。 

以上、教育民生常任委員長報告といたします。   

冨澤 軒康議長  産業建設常任委員会委員長 林 一夫 君。 

林 一夫産業建設常任委員長 はい、議長。 

産業建設常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、産業建設常任委員会に付託されました、議案１３件に

ついて、１３日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査

いたしましたので、その経過及び結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第８８号 一般会計補正予算（第３号）については、能登中核

工業団地、荒木ケ丘山村広場、公営住宅の各施設の管理経費の増額及び荒屋

地区の広域農道等の災害復旧費の計上、各事業の確定及び精算見込みに伴う

事業費の減額、その他、西山台ニュータウンの土地を買い戻すための土地購

入費の計上が主なものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可

決すべきものと決しました。 
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審議に際し、委員からは、西山台の土地の買い戻しへの対応、荒木ケ丘山

村広場のカギの管理、のと里山海道の豪雨への対策についての質問がなされ、

それぞれ町長及び担当課長から詳細な説明を受けております。 

次に、議案第９１号ないし第９３号については、特別会計の補正予算であ

ります。 

議案第９１号 農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、処理場

管理費の精算見込み、消費税納付額の確定等が主なものであり、議案第９２

号 公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）では、上半期の実績による

光熱費や修繕料等の管理費の増額、工事費の精算見込みによる減額、議案第

９３号 地域し尿処理施設整備事業特別会計補正予算（第２号）では、上半

期の実績による光熱費等の管理費の増額及び浄化槽市町村整備推進事業管理

費で委託料の精算見込による減額が主なものとの説明を受け、採決の結果、

いずれも全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは、農業集落排水の処理場の統合及び公共下水道事

業の整備による普及率や水洗化率を上げるための対応状況についての質問が

なされ、担当課長から詳細な説明を受けましたので、併せて申し添え致しま

す。 

議案第９６号 水道事業会計補正予算（第１号）については、収益的収支

では、収入で量水器ボックスの売上、工事による漏水等の損料や現場処理の

収益、落雷による共済保険金、支出で人事異動による人件費の減額、資本的

収支では、収入で酒見地区の土地改良に伴う県・町施工事業支障配水管移転

工事の負担金の増額、支出で人事異動による人件費の減額を行うものとの説

明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

次に、議案第９７号 志賀町地域振興拠点施設条例の一部を改正する条例、

議案第９９号 志賀町農業集落排水施設条例等の一部を改正する条例、議案

第１００号 志賀町都市公園条例の一部を改正する条例 、議案第１０１号 

志賀町給水条例等の一部を改正する条例については、いずれも消費税増税に

伴う利用料金の改正が主なものとの説明を受け、採決の結果、全会一致を

もって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは、アクアパーク シ・オンの利用料金について、
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他の自治体の状況や町民への周知方法、また、水道事業については収支の見

通しの質問などがなされ、いずれも担当課長から詳細な説明を受けました。 

議案第１０４号 志賀町営住宅管理条例の一部を改正する条例については、

国の、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴

い、入居者資格の対象者の拡大が主なものとの説明を受け、採決の結果、全

会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

議案第１０８号 志賀町道路線の変更については、町道第７４０号西山羽

咋線の起点を米浜地内から西山台地内へ変更するものとの説明を受け、採決

の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

議案第１０９号 志賀の郷ファミリーパークの指定管理者の指定及び議案

第１１０号 大島キャンプ場の指定管理者の指定については、いずれも地方

自治法の規定により指定管理者の指定について議会の議決を求めるものとの

説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

以上、産業建設常任委員長報告といたします。 

冨澤 軒康議長 委員長報告を終わります。 

 

（ 質 疑 ） 

冨澤 軒康議長 これより、委員長報告に対する質疑を許します。 

（質疑なし） 

冨澤 軒康議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

 

（ 討 論 ） 

冨澤 軒康議長 これより、各案に対する討論に入ります。 

まず、原案に反対の者の発言を許します。 

（発言なし） 

冨澤 軒康議長 次に、原案に賛成の者の発言を許します。 

（発言なし） 

冨澤 軒康議長 ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

 

（ 採 決 ） 
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冨澤 軒康議長 これより、採決します。 

まず、町長提出 議案第８８号 平成２５年度志賀町一般会計補正予算

（第３号）についてを採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立 １４名） 

冨澤 軒康議長 起立全員。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、町長提出 議案第８９号 平成２５年度志賀町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）について、ないし議案第９６号 平成２５年度志賀

町水道事業会計補正予算（第１号）についてを一括して採決します。 

お諮りします。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

各案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、各案は委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、町長提出 議案第９７号 志賀町地域振興拠点施設条例の一部を

改正する条例について、ないし第１０４号 志賀町営住宅管理条例の一部を

改正する条例についてを一括して採決します。 

お諮りします。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

各案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、各案は委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、町長提出 議案第１０８号 志賀町道路線の変更について（町道

第７４０号 西山羽咋線）を採決します。 

お諮りします。 
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冨澤 軒康議長 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、町長提出 議案第１０９号 志賀の郷ファミリーパークの指定管

理者の指定について、及び第１１０号 大島キャンプ場の指定管理者の指定

についてを一括して採決します。 

お諮りします。 

両案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

両案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、両案は委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、町長提出 議案第１１１号「公有水面埋立諮問について」の議決

の一部変更について、ないし第１１３号「字及び小字の区域の変更につい

て」の議決の一部変更についてを一括採決します。 

お諮りします。 

冨澤 軒康議長 以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

各案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、各案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第３ 各委員会所管事務調査事項の閉会中継続審査の件 

冨澤 軒康議長 次に、各委員会委員長から、お手元に配布のとおり、所管事務調査の

閉会中継続審査の申し出がありましたので、これを議題とします。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議 

ありませんか。 
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（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

 

（ 閉 議 ・ 閉 会 ） 

冨澤 軒康議長 以上をもちまして、今定例会の議事すべてを終了しました。 

平成２５年第４回志賀町議会定例会は、本日をもって閉会します。 

これにて、散会します。    

（午後２時３０分 閉会） 

 

議 長 報 告 

 

１ 議長報告第４０号 

  請願の取下げについて 

 

２ 議長報告第４１号 

  陳情書について 

 

３ 議長報告第４２号 

  例月出納検査の結果について 

（平成２５年１１月２７日実施分） 

 

４ 議長報告第４３号 

  閉会中の継続審査について 

  ・総務常任委員会委員長 

  ・教育民生常任委員会委員長 

  ・産業建設常任委員会委員長 

  ・議会運営委員会委員長 

  ・原子力発電所対策特別委員会委員長 

  ・議会広報特別委員会委員長 
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５ 議長報告第４４号 

  委員会審査報告について 

  ・総務常任委員会委員長 

  ・教育民生常任委員会委員長 

  ・産業建設常任委員会委員長 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

志賀町議会議長   冨 澤  軒 康 

 

 

 

  志賀町議会議員   久 木  拓 栄 

 

 

 

  志賀町議会議員   山 本  辰 榮 

 

 

 

 

 


